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大石管内交通事故発生状況（前年比）
令和７年１月１日～４月１５日

発生件数

人身事故 １（＋１）

新入生の皆さん、御入学おめで
とうございます。入学式前の交通
教室ではピカピカのランドセルが
とても輝いていました。これから
も横断歩道ではしっかり手を挙げ
て渡りましょうね。

訪問販売・訪問購入のトラブル
が増加しています！

○ 「何でも買い取ります。」といって訪問した業者が、「貴金属
も見せて欲しい。」等と話し、目を離した隙に、指輪などの貴金
属を持ち去ったり、安価で強引に買い取ろうとする事案が発生
しています。
○ 業者から電話が架かってきても、安易に訪問を承諾せず、
突然訪問してきても家に入れないようにしましょう。
○ 当初、「不用品を買い取りする」と言い、最終目的は、指輪
やネックレスなど貴金属を目的としている業者もあります。

悪質な訪問購入トラブルが増加しています

不安に感じたり、困ったりした時は、一人で悩まず、お近くの警察署

又は消費生活センター（消費者ホットライン📞１８８(いやや)）まで

ご相談ください。

◎ 社員証で相手の身分を確認した上で、名刺をもらう。
◎ 売買契約書の控えを確実に受領する。
◎ 即決せずに、家族に相談する。
◎ 対応に困ったら、迷わず１１０番通報する。
◎ 相手の顔の特徴・服装・訪問手段・車のナンバー等を確認する。

自転車のスマホ・酒気帯びの罰則強化
① 運転中のながらスマホ

スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する
行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。

② 酒気帯び運転及び幇助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が

整備されました。


